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１ 地方分権改革の推進について 

 

地方分権改革は、地方自らの判断と責任による自主的・自立的行

政運営を促進し、個性豊かで活力のある地域社会を実現するために

不可欠であり、その着実な推進を図ることが必要である。 

政府は平成２２年６月に「地域主権戦略大綱」を閣議決定し、広

範な分野にわたって取組方針を示したが、その内容の実現について

は、地域主権改革関連３法や第二次一括法の成立はしたものの、国

の出先機関廃止など取組が進展していない状況にある。 
今後政府は、大綱に掲げた取組の実行と更なる改革の実現に向け、

迅速かつ全力を挙げて取り組むべきである。 

さらに、厳しい経済・雇用情勢が続く中、住民生活を守り、地方

経済を支える地方財政は、三位一体の改革による地方交付税の削減

や社会保障関係費等の増加により危機的な状況に陥っており、持続

可能で安定的な財政運営ができる税財政制度を早急に構築すること

が不可欠である。 

したがって、次の事項について特段の措置を講じられたい。 

 

１ 事務・権限の移譲 

  中央政府の役割は外交・安全保障などに特化し、地方でできる

ことは地方に移譲するという観点から、地方分権改革推進委員会

の勧告の内容等を受け止めた上で、地域主権戦略大綱で示された

内容にとどまらず、更なる事務・権限の移譲を早急に行うこと。 

 

２ 義務付け・枠付け等の見直し 

地方自治体の自由度を拡大し、地方の創意工夫を活かした住民

本位の施策を推進することができるようにするため、早期に国に

よる義務付け・枠付け、関与について廃止を基本とした更なる見

直しを徹底するとともに、条例による法令の上書き権を含めた条
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例制定権の拡大を進めること。 

第一次・第二次一括法分については、条例制定に必要な政省令

をその基準の設定根拠と併せて早急に示すこと。また、引き続き

地方分権改革推進委員会の勧告を踏まえた第３次見直しを実施す

ること。 
条例委任に関連する施設等については国庫補助等が措置される

場合が多く、補助要綱等により実質的に地方が国の示す基準に縛

られることになるため、補助要綱等の見直しの考え方を早急に示

すとともに、適切な財源措置を行うこと。 
これまでの見直しでは、例えば、福祉施設に配置する職員の数、

居室の面積などについて「従うべき基準」が相当数設定されてい

るが、廃止又は「参酌すべき基準」など地方の実情を反映できる

規定へ移行するよう速やかに見直し、今後の見直しに当たっても、

「従うべき基準」の設定は原則行わないこと。 
さらに、地方分権改革推進委員会の第３次勧告において示され

た、各府省における法案の立案段階での「チェックのための仕組

み」を確立すること。 

あわせて、国や都道府県が審査請求・再審査請求を受けて行う

裁定的関与については、国民の権利利益を迅速かつ公正に救済す

る仕組みにも配慮した上で、地方分権の視点から見直すこと。 

 

３ 国の出先機関の原則廃止 

国の出先機関については、「補完性の原則」に基づき、事務・権

限の必要性を精査した上で、国が担うべき事務・権限以外は地方

に移譲し、原則廃止すること。 
特に、地方が強く移譲を求めているハローワークや直轄道路・

直轄河川については、財源措置等の具体的な制度的枠組みを明示

した上で直ちに移管し、これら以外の事務・権限の移譲について

も、府省の自己仕分けを協議の出発点とせず、地方の意見を十分
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に踏まえ、積極的に取り組むこと。 

なかでも、ハローワークについては、各都県が行った「アクシ

ョン・プランを実現するための提案」に誠実に対応するとともに、

先行的な移管に向けた検討を速やかに進めること。 
また、事務・権限の移譲に当たっては、政府が責任を持って、

必要な税財源等を一体的に移譲するとともに、人員の移管につい

ても、地方が必要とする人材の確保など地方と十分に協議を行う

こと。 
 

４ 分権型社会にふさわしい税財源の充実強化 

「地域主権戦略大綱」では、国から地方への税源移譲の実現に

向けた具体的な方策が明確に示されていない。 
まず、地方を含めて早急に検討を行い、具体的な方策を明確に

すること。 
その際、地方が担うべき事務と権限に見合った地方税財源の充

実強化を図るため、地域偏在性が小さい安定的な地方税体系の構

築を図りつつ、国からの税源移譲を速やかに進めること。 
この場合において、税財源の調整が優先され、税源移譲の推進

が地方間の水平調整に置き換えられることがないようにすること。 
また、地方法人特別税及び地方法人特別譲与税は、税の受益と

負担の原則に反するとともに、地方税を充実するという地方分権

の基本方向にも逆行するものであり、このような不合理な暫定措

置は直ちに撤廃し、地方税として復元すること。 
なお、地方税財源の充実が図られるまでの間にあっても、財政

運営に支障が生じないよう、地方一般財源総額を安定的に確保す

ること。 
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５ 地方消費税の拡充と「社会保障と税の一体改革」における安定

財源の確保 

 

今後、医療、福祉等の社会保障や教育、警察、消防等の住民生

活に必須の行政サービスを安定的に提供していくためには、その

財源として、税源の偏在性が小さく、税収が安定的な地方消費税

の拡充が必要である。 
特に、「社会保障・税一体改革成案」では、2010 年代半ばまで

に消費税率を 10％まで引き上げるとされているが、引上げ分の消

費税収（国・地方）の配分については社会保障制度全体における

国・地方の役割分担を踏まえ、「国と地方の協議の場」を通じて地

方の意見を的確に反映させ、安定財源の確保を図ること。 
 
６ 自動車関連諸税の見直しへの対応 

自動車関連諸税は、地方自治体の都市基盤整備などの貴重な財

源となっていることから、現在の税率水準を引き続き維持し、地

方の財源を確実に担保すること。 

見直しを行う場合には、地方財政に影響が及ばないよう、地方

の減収分について、地方税の拡充により確実に財源措置すること。 

また、原油価格の異常な高騰が続いた場合の課税停止について

は、一定の期間、適用を停止することとされているが、今後、当

該措置が適用される場合には、国の責任において全ての地方自治

体に対し、確実に減収分の補てん措置を行うこと。 

さらに、地球温暖化対策のための税の検討に当たっては、地方

が地球温暖化対策における諸施策を担うことを踏まえ地方環境税

や地球温暖化対策譲与税など、地方税財源を確保する仕組みを講

じること。 
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７ 地方法人課税の堅持 

法人実効税率の引下げを行う場合には、地方の重要な財源であ

る地方法人課税の縮減は行わないこと。 

国の法人税率を引き下げる場合でも、法人住民税や地方交付税

の総額が減少することから、地方税の減収については他の地方税

の充実を、地方交付税の減収については法定率の引上げを確実に

行うなど、地方税財源を確保すること。 

 

８ 地方交付税の復元・充実 

地方交付税については、地方固有の共有財源であることを明確

にし、国による義務付けや政策誘導を排除すること。 

また、地方財政計画に地方の行政需要を的確に積み上げ、今後

の地方財政対策において、地方が安定的に行政サービスを提供で

きるよう地方交付税総額を充実すること。 

地方財源不足の解消は、地方交付税の法定率の引上げ等によっ

て対応することとし、臨時財政対策債は廃止すること。 

 

９ 地域自主戦略交付金の見直し 

本来、国庫補助負担金改革は、地方の自由裁量を拡大し、国か

らの依存財源ではなく、最終的には自主財源である地方税として

税源移譲することが目的である。 

平成２３年度から地域自主戦略交付金が創設され国庫補助金の

一部が交付金化されたが、本来望ましい「税源移譲」実現までの

経過措置であることを明確にした上で、より柔軟に地方の知恵と

創意が活かせるものとすること。 

配分に当たっては、地方における社会資本整備事業等の重要性

に配慮し、地方が実施すべき事業を推進するための所要額全額を

確保し、一括交付金化を国の財源捻出の手段としないこと。 

制度の運用及び設計に当たっては、事務手続きの簡略化をより 
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一層図るとともに、今後のスケジュールや段階的な移行について、

その詳細を早急に明らかにした上で、国と地方の協議の場や地域

主権戦略会議等において十分に議論し、地方の意見を的確に反映

すること。 

なお、経常補助金については、全国画一的なものや地方の自由

裁量の拡大に寄与しない義務的な経費は一括交付金の対象としな

いこと。 

また、一括交付金による財政力格差の是正は行わないこと。 

 
10 直轄事業負担金制度の改革  

地域主権戦略大綱においては、平成２５年度までに直轄事業負

担金制度の廃止とその後の在り方について結論を得ることとされ

ているが、地方との協議など制度廃止に向けた具体的な取組は一

向に進んでいない。 

直轄事業負担金制度は、直轄事業が全国的視野の下に国家的政

策として実施されながら、地方自治体に対して個別に財政負担を

課すものであり、地方分権の観点から極めて不合理な制度である

ことから、制度廃止に向けた具体的な手順等を盛り込んだ工程表

を作成し、早期に廃止すること。 

また、直轄事業負担金の廃止に向けては、「国と地方の協議の場」

等を通じて、地方との協議を十分に行い、地方からの意見をしっ

かりと反映すること。 

 

11 地方自治法の抜本改正 

現行の地方自治法をはじめとする地方自治制度は、地方自治体

の組織・運営の細目に至るまで規定し、事実上、国が地方行政を

統制する仕組みとなっていることから、地方自治体の裁量権を広

範に保障するため、地方の意見を十分に踏まえ、早急に地方自治

法を抜本改正すること。 
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12 「国と地方の協議の場」の実効性確保 

国と地方の協議に当たっては、真に国と地方が対等・協力の関

係のもと、協議の対象を幅広く捉え、積極的に開催すること。 

また、分科会等で検討期間を十分に確保するなど、実効性のあ

るものとし、形式的な運用は断じて行わないこと。 
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２ 東日本大震災に係る要望について 

                 

３月１１日に発生した東日本大震災、その翌日に発生した長野県

北部地震は、東北地方のみならず、関東地方知事会構成都県にも大

きな被害をもたらした。地震や津波、液状化などにより、住家被害

のほか、道路や港湾、漁港、農地、学校施設などにも甚大な被害が

生じている。 
被害の甚大さに鑑み、今後は単なる災害復旧にとどまらず、地域

住民が安心して生活できる、災害に強いまちづくりを進めていく必

要があるが、災害発生から７カ月以上が経過した現在でも、国にお

ける地域に応じた適切な支援措置は十分になされているとはいえな

い状況にある。 
また、福島原発事故は、未だ収束の見通しが立っておらず、健康

被害はもとより、農林畜水産物の出荷制限等や風評被害による観光

客の大幅な減少など、国民の日常生活や地域の経済活動に極めて大

きな影響を及ぼしている。 
今回の事故は、原子力発電所の安全性に対する国民の信頼を根底

から揺るがす事態を引き起こしており、産業活動や国民生活の基盤

である電力が長期間不足することが懸念されているほか、エネルギ

ー政策のあり方についても、根本的な見直しが求められている。 
一方、今回の大震災において、高速道路網等を利用して人材や物

資等を被災地に迅速に供給することができた実例を踏まえると、大

規模災害に対し社会資本の整備による確かなネットワークとバック

アップ機能を充実・強化することが極めて重要である。 
また、東海地震や首都直下地震、富士山噴火などの大規模災害を

想定した都道府県域を越えた広域的な視点からの対策を着実に推進

することも重要である。 
 以上を踏まえ、次の事項について特段の措置を講じられるよう強

く要望する。 
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１ 被災地における復旧・復興について 

（１） 被災地の復興に向けた総合的な支援措置について 

ア  被災地の復興に向けては、現在、国において、復興特区制

度の検討が進められているが、関東地方知事会構成都県にお

ける被災地に対しても、それぞれの被災地の実情を踏まえて、

規制緩和、財政・金融上の特例措置を設けること。 
イ  今回の災害は大規模広域複合災害であることから、現在、

国において検討されている東日本大震災復興交付金について

は、関東地方知事会構成都県の被災地においても、柔軟に活

用できる補助制度とすること。 
ウ  被災者、そして被災地域が一日も早く立ち直るには、地域

の実情に応じたきめ細かな支援策を講じる必要があり、その

ため、弾力的かつ機動的な運用が可能な復興基金の設置等の

財政措置を国の負担により行うこと。 
（２） 被災者対策等について 

ア  市町村及び都県が都県外からの避難者に対する支援を積極

的に行えるよう、避難者が公費負担医療を受ける場合や、避

難者に児童扶養手当や生活保護費を支給した場合、避難者に

がん検診を実施した場合等の費用負担を全額国庫負担とする

など、国として支援することを明確にすること。 
イ  他県から避難してきた高齢者や障害のある方などが、ご本

人の希望により、一刻も早く、住み慣れた地元（少なくとも

地元に近い安全な地域）に戻れるよう、引き続き、国が主体

となって、関係自治体と連携し、責任ある対応をとること。 
ウ  救援自治体が負担する被災地に対する救援物資の輸送・保

管・職員の派遣経費及び避難者の受入れに要する経費につい

て災害救助法の対象とすること。   
エ  震災による児童・生徒のＰＴＳＤ等、心のケアに対応する

ための支援の充実を図るとともに、高齢者等の心のケアに対
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応するためにも、地域支え合い体制づくり事業の事業期間の

延長及び財源措置の充実を図ること。 
（３） 被災事業者に対する支援について 

ア  事業所等が全半壊、流失するなど、特に大きな被害を受け

た企業が、東日本大震災に係る災害関係保証制度及び東日本

大震災復興緊急保証制度を利用する場合に、利子補給を実施

し、再建資金調達の円滑化を図ること。 
イ  緊急雇用創出事業について、事業期間を延長するとともに、

被災者の雇用について、地域の裁量により事業が実施できる

ようさらに要件を緩和すること。 
ウ  農地・農業用施設・農業生産施設の被災により本年の生産

自体を見合わさざるを得ない事態にある農業者や、漁港等の

被災により通常通りの操業ができない状態にある水産業者の

実情を踏まえて、所得補償対策を柔軟に運用すること。また、

水産業者に対して、水産加工施設の復旧を支援する制度を創

設充実すること。 
（４） 被災公共施設等の早期復旧支援について 

ア  港湾や道路及び水道施設などの公共施設等の復旧や地域の

復興等に多額の財政負担を要することから、国庫補助の対象

となっていない行政庁舎や関連施設などの復旧経費について

も「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成

に関する法律」により財政措置を講じるほか、「激甚災害に対

処するための特別の財政援助等に関する法律」等の災害関連

法と併せ、補助率やかさ上げ基準、並びに対象範囲などを見

直し、被害の実態に即した制度の拡充を図ること。 
    さらに、地方の甚大な被害状況に鑑み、引き続き県や市町

村に対して、災害復旧事業に対する人的支援と技術的支援を

行うこと。 
イ  港湾機能の回復については、日本経済の復興に果たす役割
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が極めて重要であることから、岸壁の早期復旧や航路・泊地

の水深確保を図るため十分な予算を確保すること。 
     また、災害時における緊急物資輸送確保のため、耐震強化

岸壁の整備を国の支援の対象とすること。 
     さらに、産業活動を支える基盤を確保するため、激甚災害

に係る災害復旧事業の対象を荷役機械、第３セクターが整備

した荷役機械等を含む全ての港湾機能施設の復旧について、

国が早急に支援すること。 
ウ  液状化や用水施設の破損など甚大な被害を受けた農地や土

地改良施設、漁協の共同利用施設についても、早期に復旧が

図られるよう、必要な財政的支援を行うとともに、漁協の事

務所等についても支援対象を拡大するなど、地域の実情に応

じた迅速かつ弾力的な対応を行うこと。 
エ  農林水産業災害復旧事業について、県、市町村及び農家の

負担が軽減されるよう既に手当てされたところであるが、被

災した農林漁業者の実情を踏まえて、国庫負担の更なるかさ

上げなど地元負担の軽減を行うこと。 
オ  被災した農地・農業用施設の復旧に際して、土地改良区等

の事業に対し県や市町村が補助する場合においても、地方財

政措置の対象となるよう措置を講じること。 
カ  公共交通は、地域住民の生活を支える重要な社会基盤であ

ることから、経営基盤が脆弱な地方鉄道の早期復旧に向けて、

国庫補助率の引き上げや補助対象範囲の拡大、交付税措置の

充実など、国の支援制度の拡充・強化を図ること。また、震

災以降、旅客数が減少している地方鉄道・バスの経営安定化

を図るため、運営費補助や無利子融資制度など新たな支援制

度を早急に創設すること。 
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（５） 津波・液状化等の災害に対応した都市整備等に対する支援

について 

ア  国の「東日本大震災からの復興の基本方針」に盛り込まれ

た「減災」や「多重防御」の考えに基づき、津波による被害

を最小限に留めるためには、高度な知見並びに多額な事業費

を要することから、国として支援体制を構築するとともに、

十分な財源措置を講じること。 
イ  都市計画区域外の既存集落においても津波による著しい被

害が生じており、早期に復興事業に着手できるよう都市計画

手続の簡素化など特例的な措置を講じること。 
ウ  液状化により被災した住宅及びそれを支える道路等のイン

フラの復旧や、ライフラインの機能強化などを一体的に推進

し、被災自治体の都市機能の再生の迅速化を図るため、国に

おいて積極的に技術的支援を行うとともに、十分な財政措置

を講じること。 

    また、支援策の策定に当たっては、地域の実情を十分に踏

まえ、自由度の高い補助制度の導入や民間の活力をとり入れ

た制度設計を行うとともに、単なる復旧にとどまらず、「多様

な災害に備えたまちづくり」の推進のため、積極的な施策を

展開すること。 

さらに、被災住宅の再建は、多額の費用を要し、急を要す

るものであることから、被災者生活再建支援金の上限を引き

上げるとともに、支援対象についても拡大すること。 
（６） 財政支援の充実等について         

ア  震災により発生した災害廃棄物の処理に関する費用につい

ては、各自治体にとって大きな負担となっている。そのため、

当該費用に関しては、実質的に全額国庫負担とする措置を講

じること。また、災害廃棄物処理及び廃棄物処理施設災害復

旧事業においては、特定被災地方公共団体以外の地方公共団
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体を含めて、国庫補助率を更にかさ上げするなど、事業の対

象範囲の拡大を図ること。 
イ  普通交付税については、復旧・復興にかかる地方負担分に

ついて、通常とは別枠で措置するとともに、あわせて総額の

確保を図るなど被災地方公共団体が必要とする財政需要に適

切に対処すること。 
 また、特別交付税についても、従来の項目とは別枠で措置

し、総額を増額したうえで、算定方法の見直しを行い、地方

公共団体が必要とする財政需要に適切に対処すること。 
ウ  災害復旧事業債については、対象事業の範囲拡大及び適用

要件の緩和などを行うとともに、単独災害復旧事業債の元利

償還金に対する交付税措置を補助災害復旧事業債並みに引き

上げること。

エ  国指定文化財、国登録文化財などの補修等について、十分

な財政支援措置を講じること。 
  また、都県及び市区町村指定文化財の修理・修復について 

も、特例措置として国による支援を行うこと。 
オ  法人関係税のみならず、幅広い税目で大幅な減収が予想さ

れることから、普通交付税の算定において、各自治体の税収

実態を適切に反映すること。それでもなお、税収が大幅に減

となった場合には、減収補填債の対象税目の拡大を行うなど、

確実な補てん措置を講じること。 
カ  液状化により噴出した大量の土砂の処理費用が多額に上る

ことから、国において被災市区町村に対する財政支援を講じ

ること。 
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２ 福島第一原子力発電所事故の早期収束と風評被害等の対策に

ついて 

（１） 福島第一原子力発電所事故の早期収束について 

ア  今回の原子力事故について、国内外の原子力関連の研究者

や技術者等との連携はもとより、あらゆる知恵と努力を結集

し、国の責任において一刻も早く事態の収束を図ること。 
    また、新たに放射性物質を放出させることのないよう早急

に封じ込めを行うこと。 
イ  原子力事故に関する情報について、積極的に開示するとと

もに、プラントの正確な情報は、住民避難や農業等の被害軽

減に必要不可欠なものであることから、関係自治体に対し迅

速、的確に提供すること。 
（２） 放射性物質への適切な対応について 

ア  現在の状況は、国策として展開した原子力発電所から広範

囲に拡散した放射性物質が原因であり、焼却灰、土壌、農作

物などに混入した放射性物質を住民の生活空間から除去し、

回収し、保管するという一連の手続きについて、政府の責任

において基本的な方針を定め、緊急避難的な措置を迫られて

いる都道府県及び市町村、または事業者や地域住民等に対し、

具体的かつ実現性のある手法を早急に示すこと。 
イ  国の除染に関する緊急実施基本方針や、放射性物質汚染対

処特措法に基づき除染実施計画等を策定する地域について、

除染のための財政支援措置を講じることはもとより、計画策

定等を必要としない地域であっても、除染に取り組む場合に

は、計画策定等を行う地域に準じた財政支援措置を講じるこ

と。 
     また、放射性物質による健康被害から国民を守るため、国

の責任において、放射線量の測定や健康影響の調査など必要

な措置を講じること。 
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ウ  食品の摂取制限及び出荷制限については、地方公共団体に

対し科学的根拠に基づいた方針や考え方を示すとともに、国

民が理解できるよう、裏付けとなるデータを添えて分かり易

い表現で公表すること。 
     また、原子力災害対策特別措置法の具体的な運用として、

出荷制限に関する判断基準などを明確に規定すること。 
特に、茶について、現在の暫定規制値から新たな規制値へ

の見直しにあたっては、通常飲用として摂取されることに留

意し、飲用に供する茶としての基準を設定すること。 
エ  農林水産物への放射性物質の影響が懸念されることから、

国の責任においてモニタリング検査等を実施し安全性を確保

するとともに、放射性物質の影響を低減するための技術など

を確立すること。 
特に、牛肉については、牛のと畜や競りが県域を越えて広

域化している状況に鑑み、国の責任において「全頭検査」を

実施するとともに、牛肉の消費回復や価格安定に取り組むこ

と。 
また、高濃度に汚染された稲わらや堆肥等について、現実

的な処理方法を示すとともに、経営継続に必要な支援策を講

じること。 
オ  食品や工業用品等においても、海外に輸出している製品に

ついて、輸出先から放射性物質に汚染されていないことの証

明を求められる事例が生じていることから、諸外国に対して

的確な情報を発信し、過剰反応を抑制するよう強力に要請す

ること。 
    また、諸外国の輸入規制等の措置への対応については、国

の責任において対処するとともに、国内における放射性物質

の検査体制等を充実させること。 
カ  放射性物質を含む浄水場発生土や下水汚泥、焼却灰等の処
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理については、依然として施設管理者が処分等に苦慮してい

る実態を踏まえ、国において、最終処分場の確保や資源化の

再開に向けた環境整備など具体的な方策を早急に示すととも

に、国が示した基準に基づく処分等の安全性について周知を

図ること。 
     また、検査・処分等に要した経費についても、東京電力及

び国の責任において万全の補償を行うこと。 
キ  各都県や市町村等における放射線量や放射性物質に対する 

監視・検査体制の充実強化を図るため、必要な資機材の配備

等について、財政支援措置を講じること。 
（３） 風評被害対策について 

ア  原子力災害対策特別措置法に基づく出荷制限はもとより風

評被害による価格下落等の被害を被っている農林漁業者や、

観光客が大幅に減少している観光事業者などの関係事業者に

対して、原子力損害賠償紛争審査会の中間指針に示された被

害のみならず、事故と相当因果関係が認められる被害を全て

補償の対象とするとともに、早急に補償金全額の支払を行う

など、東京電力及び国の責任において万全の補償を行うこと。 
イ  販売・流通全般における風評被害を抑制するよう、監視の

強化を行い徹底した指導に努めること。特に、国民に過度な

不安感を与えることや混乱を回避するため、農林水産物に対

する放射性物質検査の結果、安全性が確認された場合には、

国において積極的に広報等を行うこと。 
ウ  原発事故に対する不安感を解消し、外国人の農業実習生や

技能実習生などが安心して実習や生活を続けられるよう、諸

外国や外国人に対して正確な情報と知識の普及に努めること。 
エ  観光施設等においては、原子力事故の影響や原子力事故が

原因と考えられる航空路線の運休などにより、観光客の大幅

な減少に見舞われており、観光産業は多大な損害を受けてい
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る。海外からの観光客も大幅に減少しているところであり、

国においては国内外に向けた的確な情報発信や誘客のための

ＰＲ等に強力に取り組むとともに、観光産業の早期回復及び

風評被害の補償への支援を行うこと。 
オ  危機的な経営状況にある観光事業者が増加していることか

ら、融資制度の更なる拡充を図るなど経営を下支えする支援

策を早急に講じること。 
カ  各都県においては、厳しい財政状況にもかかわらず、広報

等風評被害を払拭するため独自にさまざまな対策を余儀なく

されており、これらの経費についても所要の財源措置を講じ

ること。 
キ  災害救助法適用地域以外の事業主においても、原子力事故

の風評被害などの二次的被害により事業活動に支障をきたし

ていることから、雇用調整助成金の震災に伴う特例措置の対

象とすること。 
 
３ 地域経済対策の実施について 

（１） 地域経済対策に係る財政支援について 

被災地はもとより、被災地以外を含めた地域の、震災後の

地域経済の立て直しに向けた経済雇用対策関係予算の早期成

立を図ること。 
また、地域経済対策に係る地方負担について適切な財源措

置を講じること。 
（２） 中小企業者に対する資金繰り支援策の充実と支援機能の強

化について 

    大震災により、直接又は間接に被害を受け、経営の安定に

支障が生じている中小企業者の資金繰りを支援するため、国

として、民間金融機関及び政府系金融機関に対し、これまで

以上に積極的に新規融資や条件変更等に取り組むよう強く要

―　17　―



- 18 - 

請するとともに、本年１０月以降も継続されたセーフティネ

ット保証の対象者要件の緩和について、中小企業を取り巻く

経営環境や実情を踏まえた期間の延長を行うほか、東日本大

震災復興緊急保証及び災害関係保証についても取扱期間の延

長を行うなど柔軟に対応すること。 
    また、中小企業の災害復興事業に対する財源を確保すると

ともに、激甚災害法に基づく支援対象施設の拡大や、都道府

県中小企業支援センター等で実施する企業再生支援に必要な

人材の確保、専門家派遣業務の拡充など、中小企業の支援機

能を強化するための措置を講じること。 
 
４ 安定した電力確保対策について 

（１） 電力供給体制の確保 

ア  電力不足の長期化は、企業の生産活動や国民生活に深刻な

影響を及ぼすことから、休止中の火力発電所の再稼働やガス

タービン発電装置の活用、周波数変換施設の拡充などにより、

環境負荷の低減にも配慮しながら、電力供給体制の確保を図

ること。 
加えて天然ガスコンバインドサイクル発電や再生可能エネ

ルギーを活用した発電など、より低炭素な発電施設への移行

も促進すること。 
イ  ピーク時の電力需要を抑制するため、夜間電力を活用する

蓄電池や消費電力の少ない高効率ガス空調設備の導入を支援

すること。 
また、分散型電源施設を効率的に活用するため、スマート

グリッドを推進すること。 
ウ  大規模停電時などの緊急事態に備えて、自家発電装置の新

増設を行う事業者等に対し、支援を拡大すること。 
    また、災害拠点病院等を除く、補助対象となっていない医
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療機関や介護・障害者施設など人命に関わる施設が整備する

自家発電装置についても、国による補助の対象とすること。 
（２） 再生可能エネルギーの導入・拡大 

ア  太陽光発電や風力発電等の再生可能エネルギーの導入・拡

大を図るため、民間の技術開発を促進すること。 
イ  「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関す

る特別措置法」に基づく電力の買取制度については、再生可

能エネルギーの導入拡大につながる買取価格、買取期間とす

ること。 
また、住宅における太陽光発電の普及が進むよう、住宅用

太陽光発電の全量買取制度を含め、国民の導入インセンティ

ブが働く買取制度を検討すること。 
ウ  民間事業者等が高速道路の法面やビルの屋上等を活用して、

太陽光発電設備などを積極的に設置できるよう、道路法や都

市緑化法等の改正を行うこと。 
（３） 節電意識が継続するインセンティブの付与と省エネスタイ

ルの定着 

ア  家庭における積極的な節電協力へのインセンティブとして、

蓄電池など省エネ設備の導入に対する「節電エコ補助金」を

創設すること。 
イ  今夏国民が必要性を認識した省エネスタイルを今後も定着

させるため、引き続き電力需給状況や節電の見える化など節

電意識の啓発に努めること。 
ウ  オフィスビルや店舗等の照明において無駄な電力が消費さ

れないよう、ＪＩＳ照度基準の定着化を図るとともに、ＬＥ

Ｄ照明化への徹底した取組を推進すること。 
エ  中小企業に対する省エネ診断指導の拡充や省エネ機器の導

入支援、家電製品における省エネモード活用の徹底など、国

民全体の省エネスタイルが定着・継続するための支援や啓発
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請するとともに、本年１０月以降も継続されたセーフティネ

ット保証の対象者要件の緩和について、中小企業を取り巻く

経営環境や実情を踏まえた期間の延長を行うほか、東日本大

震災復興緊急保証及び災害関係保証についても取扱期間の延

長を行うなど柔軟に対応すること。 
    また、中小企業の災害復興事業に対する財源を確保すると

ともに、激甚災害法に基づく支援対象施設の拡大や、都道府

県中小企業支援センター等で実施する企業再生支援に必要な

人材の確保、専門家派遣業務の拡充など、中小企業の支援機

能を強化するための措置を講じること。 
 
４ 安定した電力確保対策について 

（１） 電力供給体制の確保 

ア  電力不足の長期化は、企業の生産活動や国民生活に深刻な

影響を及ぼすことから、休止中の火力発電所の再稼働やガス

タービン発電装置の活用、周波数変換施設の拡充などにより、

環境負荷の低減にも配慮しながら、電力供給体制の確保を図

ること。 
加えて天然ガスコンバインドサイクル発電や再生可能エネ

ルギーを活用した発電など、より低炭素な発電施設への移行

も促進すること。 
イ  ピーク時の電力需要を抑制するため、夜間電力を活用する

蓄電池や消費電力の少ない高効率ガス空調設備の導入を支援

すること。 
また、分散型電源施設を効率的に活用するため、スマート

グリッドを推進すること。 
ウ  大規模停電時などの緊急事態に備えて、自家発電装置の新

増設を行う事業者等に対し、支援を拡大すること。 
    また、災害拠点病院等を除く、補助対象となっていない医
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を行うこと。

 
５ 原子力安全対策・防災対策の見直しについて 

（１） 福島第一原子力発電所等の事故について、事故発生の原因

や事業者及び国の初動対応を含め事故拡大に至った原因を究

明するとともに、避難指示等の事故対処に際して執られた措

置や地域住民、国民に対する情報提供の在り方を検証し、原

子力安全対策・防災対策を抜本的に見直し、強化すること。 
（２） 見直しに当たっては、国が責任を持って原子力防災対策に

当たることを明確にするとともに、徹底した情報開示の下、

国民に対して分かりやすい説明を行うこと。 
（３） 原子力災害は、事故の状況によっては、都道府県域を越え

た広範な地域に甚大な影響(被害)を及ぼすことから、国は、

こうした事態を踏まえ、被害想定区域や緊急被ばく医療体制

を見直し、発生地以外の都道府県であっても、その影響が及

ぶ場合には、当該都道府県が迅速な対応を図れるようにオフ

サイトセンターの活用や診療資器材の配備を含めた必要な体

制を整備すること。 
（４） 国民の安全確保と不安解消のため、全国的な視点から次の

事項について早急に対応すること。 
・放射性物質に対する監視体制のさらなる拡充・強化を図る

こと 
・都道府県が行う監視体制の拡充に対し支援すること 
・放射性物質について迅速な分析体制を確保すること 
・放射線・放射性物質の測定・分析結果に係る評価基準を確

立すること 
・放射線・放射性物質の監視体制及び測定・分析結果並びに

その結果が国民の安全確保上問題がないか等について、国

民にわかりやすく正確な情報提供を行うこと 
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・低線量被爆の長期的な子どもの健康への影響に関する調査

等の実施により、健康状態の観察を行い、定期的に、その

結果及び評価を国民に分かりやすく公表すること 
・放射線や放射能に関する正しい知識を国民が共有できるよ

う分かりやすい広報を行うこと 
・安定ヨウ素剤等の原子力防災資機材の整備のあり方の検討

を行うこと 
（５） 「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地

震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質に

よる環境の汚染への対処に関する特別措置法」により、「廃

棄物の処理及び清掃に関する法律」の対象とされることにな

った一定レベル以下の放射能に汚染された廃棄物の処理に関

する放射線モニタリング等の事務について、適切な財源措置

を講じること。 
（６） 浜岡原子力発電所については、政府の要請を受けて、中部

電力が全ての原子炉を停止することとなったが、国は、浜岡

原子力発電所のみを停止するとした判断根拠と、国が事業者

に求めている安全対策についてどのように安全性を確認して

いくのかの道筋を明確に示すこと。 
   また、国は原子力安全対策・防災対策の抜本的見直しを行

うだけでなく、電力需給対策に万全を期するとともに、地元

における経済・雇用面での影響に対しても、適切な対応を行

うこと。 
 
６ 災害に強い社会資本整備について 

（１） 道路ネットワークの整備推進について 

災害時の救援・支援活動や、復興支援を支える交通・物流

ネットワークを強化するため、外かく環状道路をはじめとす

る首都圏三環状道路等の広域幹線道路や地域の骨格を形成す
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る幹線道路等の整備に集中的な投資を行うこと。 
（２） 緊急輸送道路の機能確保に向けた沿道建築物の耐震化促進

について 

ア  自治体の指定した緊急輸送道路沿道建築物の耐震診断・改

修実施の指示等が可能となるとともに、所有者の耐震診断が

義務となるよう、耐震改修促進法を改正する措置を講じるこ

と。 
イ  耐震診断・改修の費用助成について、地方自治体の助成制

度の有無にかかわらず、国が集中的に一定の額等を負担し、

早急な耐震化を促進する制度の枠組みを整備すること。 
（３） 橋梁の耐震性向上について 

緊急輸送道路等、防災上重要な位置づけにある橋梁の耐震

性向上に必要な財源を確保すること。 
（４） 水害・土砂災害対策の推進について 

    国は、地震や津波、高潮、豪雨による水害や土砂災害から

首都圏や低地帯等を守るため、海岸保全施設や高規格堤防事

業等の河川施設、砂防施設の整備を推進すること。特に八ッ

場ダムについては、直ちにダム本体工事に着手し計画通り平

成２７年度の完成を実現すること。 
（５） 情報システムの整備推進について 

安否確認や支援物資の受給調整にあたって、携帯電話が重

要な情報伝達手段となることから、災害時においても緊急連

絡を確保できる携帯電話網等情報システムの整備を進めるこ

と。 
 

７ 今後の防災対策について 

（１） 巨大地震等の調査研究に基づく地震・津波・火山対策の強化 

ア  地方公共団体が地震対策や津波対策の再検討を行う上で前

提となる想定地震として、マグニチュード９クラスの巨大地
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震や、大きな津波を引き起こす地震等について、国の責任に

おいて、広域的な観点から最先端の知見を集め、早急に震源

モデルの構築や被害想定手法の検証を行い、その結果を地方

公共団体に示すこと。 

イ  さらに、検証結果を踏まえ、国の防災基本計画及び東海地

震や首都直下地震に係る対策大綱等を早急に見直すととも

に、現在の地震・津波対策の総点検を行うこと。 

ウ  東海地震と東南海・南海地震の連動発生をはじめ、三陸沖

から房総沖にかけての日本海溝や相模トラフでの海溝型巨大

地震への対策として、観測体制の強化や正確な津波の予測、

また発生時に自治体・住民に災害情報等を迅速に伝達する新

たな仕組みの整備、財政措置の充実などを早急に進めるとと

もに、火山対策についても、高度な科学的見地から国が主体

となり一元的に対策を実施すること。 
（２） 新たな広域支援対策の確立 

ア  大規模地震や火山噴火などにより甚大な被害が発生した際

に、他の地方公共団体が迅速かつ効果的に被災地の支援を行

えるよう、現に継続している被災者受入等に係る費用はもと

より、今後の費用負担の面も含めて、国として広域的応援体

制の確立を図ること。具体的には、被災地で必要とされる様々

な分野（行政、災害ボランティア、民間企業、団体等）の人

材を的確に配置する仕組みや、物資を必要な場所に迅速かつ

的確に届ける仕組み等について、国が再構築すること。 

イ  支援を実施する地域の割り振りにおいて、都道府県の支援

先を決める全国知事会による調整と、市町村の支援先を決め

る総務省が関与する調整が並存し、都道府県と市町村が連携

する上で支障が生じていることから、都道府県が域内の市町

村と一体となり同一の被災地に集中した支援を行うことがで

きるよう改善を図るとともに、地方が支援に要した経費に対
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する恒常的な財政支援制度を創設すること。 

（３） 住宅・建築物の耐震化の促進 

ア  住宅の耐震化について、現行の補助制度は、住宅の耐震補

強に対する補助金の額が補助対象限度額の耐震改修に要する

費用（耐震改修工事費に２３％を乗じて得た額）の２分の１

以内の額となっており、地方で実施している補助制度に適応

できず、事務処理が煩雑となり小規模な市町村では対応でき

ないため、これを廃止し、地方公共団体が補助する額の２分

の１以内の額とすること。 

        また、高齢者世帯における木造住宅の耐震化を推進するた

め、高齢の親と別居する子どもが親の住宅の耐震補強を行う

場合には、その費用を子どもの所得税から控除する制度を創

設すること。 

        さらに、液状化防止のため、宅地耐震化推進事業の制度拡

充等の措置を講じること。 

イ  子どもの安全を確保するため、私立幼稚園をはじめとする

学校施設や児童福祉施設の設置者がすみやかに耐震化を進め

ることができるよう、十分な財源を確保するとともに、国庫

補助制度を拡充すること。 

    また、患者や利用者等の安全を確保するため、医療機関や

社会福祉施設の耐震化が早急に進められるよう、既存の耐震

化補助事業の拡充等の措置を講じること。 

    さらに、店舗や事務所ビルなどは多くの利用者があり、仮

に倒壊した場合の影響は利用者のみならず近隣にも及ぶ可能

性があるが、耐震改修には多額の費用を要することから、国

において補助率の引上げを行い、所有者の負担を軽減するこ

と。 
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３ 日本を再生する科学技術の振興と人材の育成について 

 

グローバル化の進展や、アジア諸国の目覚ましい発展の中で、我

が国の世界における地位や存在感は急速に低下してきている。 

今後、資源に乏しい我が国が、世界の中で確固たる地位を維持し

ていくためには、科学技術の振興やものづくり産業の強化、最先端

産業の育成などを図っていく必要がある。 

そのためには、科学技術をリードし、国内外のあらゆる場で活躍

できる人材の育成・確保を図るとともに、海外からの優れた研究者・

技術者の獲得などに努めていかなければならない。 

以上のことから、次の事項について特段の措置を講じられたい。 

１ 成長分野における企業の国内立地・設備投資に対する支援を拡

充するとともに、研究開発への投資を一層促進すること。 

２ 大学や研究機関の研究成果を活用し、実用化につなげていくた

めに、大学等と中小企業との共同研究開発を支援する助成制度の

拡充を図ること。 

３ 若手研究者への支援等を拡充するとともに、産学官連携に携わ

るコーディネーターや研究支援人材を養成する取組を一層促進す

ること。 

４ 科学教育の振興策を講じるとともに、国際交流プログラムや海

外留学派遣支援金制度の拡充、海外留学経験が評価される環境の

整備等を図ること。 
５ 外国人研究者の住環境や、子女教育・配偶者就業対策など国際

化に対応した生活環境の整備を進めること。 
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４ 「山の日」の制定及び祝日化について 

 

我が国は、国土の７割を山が占めており、山の豊かな森林は、国

土の保全、水資源のかん養など国民生活に不可欠な機能を有してい

る。 

また、国民は、古来より山を身近な自然として親しむとともに、

その生活の中で伝統文化や産業を育んできており、山は林業のみな

らず観光などの貴重な資源である。 

さらに近年、地球温暖化の影響が顕在化する中、森林の持つ二酸

化炭素吸収源としての役割にも大きな期待が寄せられている。 

こうした、山のもたらす様々な恩恵を将来にわたり享受できるよ

う、国民全体が山に感謝し、山を守り育てていくための意識の向上

を促すため、次の事項について提案する。 

山の役割や恩恵に感謝するとともに、国民の共通の財産として守

り育てる意識の向上を促す契機とするため、「山の日」を国民の祝

日として制定すること。 
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５ 抜本的な介護人材確保対策について 

                        

急速な少子高齢化の進行などにより、介護サービスに対するニー

ズは、量的に拡大するとともに質的にも多様化、高度化している。 

一方、介護サービスを提供する施設・事業所では、低い職員処遇

等を理由とする離職者の増加や、新たに介護職を希望する者の減少

により、深刻な人材不足の状況が続いており、このような状況が続

けば、必要な介護サービスの提供に支障をきたすおそれがある。 

地方においては、介護職員の経験や技能に応じた認定制度の創設

や研修制度の充実などにより、従事者の意欲・資質の向上と職場定

着を図る取組を独自に行う自治体もある。 

今後、本格的な人口減少社会を迎えるにあたり、介護保険制度の

長期安定的な運営のためには、介護人材の確保が何よりも重要なこ

とから、次の事項について、実効性ある総合的な対策を講じられた

い。 

１ 次期介護報酬の改定に当たっては、介護従事者全般の処遇向上

に繋がるよう、基本部分の改定を行うこと。 

 この場合、保険料の上昇や地方の負担増が伴わないよう、国が

財政責任を果たすこと。 

２ 介護福祉士制度について、技能や経験に応じた級別制度を創設

するなど、介護職員の専門性に対応できる制度とするとともに、

次期介護報酬改定に当たっては、当該級別制度によって認められ

た介護福祉士の専門性など、介護従事者のキャリアが報酬に適切

に反映されるよう、引き続き見直しを行うこと。 

３ 障害者自立支援対策臨時特例基金事業、緊急雇用創出基金事業

による介護人材確保対策に関する基金関連事業については、現行

の制度内容を見直した上で、新たな介護人材確保対策の措置を講

じること。 

また、都道府県・市町村が地域の実情に応じて講じる介護人材
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確保対策に対し、財政的支援を行うこと。 

４ 経済連携協定（ＥＰＡ）に基づく介護福祉士候補者については、

受入体制の充実や要件の緩和を行うこと。 
  特に、初めての国家試験が１月末に迫っているが、受験機会が

最大２回までしか認められていないことから、少なくとも看護師

同様最大４回の受験機会を確保できるよう、在留期間の更新回数

の上限を延長し、その間については、国も責任を持って支援する

こと。 
また、ＥＰＡの趣旨を踏まえ、協定に基づき来日した意欲ある

アジアの若者が、わが国で就労し、能力を発揮できるよう、渡日

前の希望者に対する日本語教育や、渡日後の国家試験対策及び日

本語が壁とならずに受験できるための措置の充実など、効果的な

受入体制を構築すること。 
さらに、介護福祉士候補者は介護報酬の対象となっていないた

め、受入施設の負担が重くなっていることから、国の責任で受入

施設の負担を軽減すること。 
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６ 女性の社会進出を促進する環境の整備について 

 
平成７年に８,７００万人であった日本の「生産年齢人口」は、平

成２３年には８,１００万人となり、６００万人の「働き手」が減少

した。 
働き手の減少は、日本のＧＤＰの６割を占める個人消費を弱め、

日本経済の縮小につながっている。平成７年の日本のＧＤＰは５０

０兆円で、昨年は４７５兆円へと、２５兆円も減少している状況で

ある。 
こうした中で日本経済を再生させるためには、「働き手」を増やす

ことが必要である。特に、女性の社会進出を促進し、その能力と意

欲に応じて十分に働くことができる環境を整備することが必要であ

る。 
また、働いている女性であっても非正規雇用率が高く、賃金も押

さえられている現状があり、それゆえ消費が伸びず、税金や保険料

など国の収入も増えないという状況にある。 
女性が社会で十分活躍できる環境になれば、所得が増え、消費も

進み、ひいては税収が増えて安定した社会保障政策も可能となる。 
そこで、女性が仕事と子育てを両立でき、安心して働くことがで

きるよう、短時間勤務制など多様な就労形態の普及促進と保育所の

整備をより一層進めていくことが必要である。 
短時間勤務制度は平成２２年６月から義務化されたが、民間企業

での利用はまだ５割程度であり、さらなる周知徹底が必要である。 
 また保育所の整備については、今年度で終了予定の「安心こども

基金」を継続するとともに、様々な就労形態に合わせた保育ができ

る企業内保育所への一層の支援が求められている。 
 そこで、以下の点について国に要望する。 
(改正育児・介護休業法の周知等) 
１ 改正育児・介護休業法により義務化された短時間勤務制度の周
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知徹底を図るとともに、積極的に制度が活用されるよう事業主に

対する促進施策を講じること。 
(企業内保育施設助成制度の要件緩和等) 
２ 企業内保育所の設置促進を図るため、国の「事業所内保育施設

設置・運営等支援助成金」制度について定員や面積要件を緩和す

るとともに、現行の１事業主１施設の制限を撤廃し、助成対象を

拡大すること。 
３ 地域の実情をより反映させるため、国が直接企業に実施してい

る現在の助成制度を、財源措置を行なった上で都道府県が実施す

る制度に改めること。 
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７ 農業用施設の計画的な更新整備及び災害復旧制度の改善に

ついて 

 

農業農村整備事業で整備された農業用施設は、安定的な食料生産

に必要不可欠な生産基盤であるばかりでなく、国土や自然環境の保

全、災害防止、水資源のかん養、農村地域の集落機能の維持等の役

割も担っている。 

また、これら施設は、都市近郊の農村地域では、地域排水等の防

災機能の役割も担っており、地域住民にとっても必要不可欠な社会

共通資本となっている。 

しかし、戦後から高度経済成長期に整備された農業用施設の多く

は、すでに耐用年数を大幅に超過し、日常の維持管理だけでは何時

壊れてもおかしくない状況になっており、これら施設の機能維持が

喫緊の課題となっている。 

さらに、今回の東日本大震災では、広域にわたり農地及び農業用

施設等が甚大な被害を受けたところである。 

現在の災害復旧制度は、原形復旧を原則としているが、復旧後も

再度同様の被災を受ける可能性があることから、将来にわたり安定

的な生産基盤及び地域防災機能を確保するため、耐震化などの機能

強化を含む施設の復旧整備を行うべきである。 

 そこで、次の事項を要望する。 

１ 国民の食料生産基盤確保及び地域住民の安全な生活に必要不可

欠な社会共通資本の機能維持のため、用排水施設などの農業用施

設の計画的な更新整備の推進を図ること。 

２ 災害に強い農業用施設整備のため、耐震化などの機能強化を可

能とするよう災害復旧制度の改善を図ること。 
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８ 安心こども基金の期限延長と制度の拡充について 

 

保育所待機児童対策については、平成２０年度末に創設された国

の「子育て支援対策臨時特例交付金」を原資として、各都道府県が

「安心こども基金」を造成し、保育所施設整備等に取り組んでいる

ところであるが、厳しい経済情勢を背景に母親の就業希望が増加し

ていることや、育児休業取得後の職場復帰に伴う入所希望が増加傾

向にあること等から、需要が増加している状況である。 
安心こども基金については、期限が平成２３年度まで延長される

など一定の改善がなされたところであるが、地方の財政負担が必要

なこと、既存事業は対象としないといった制約、地域の実情に応じ

た活用を可能とする制度改善については、依然として対応されてい

ない。 

そこで、保育所待機児童対策等、子ども・子育て支援施策を重点

的に推進するため、安心こども基金について以下のとおり提案する。 
１ 待機児童対策の緊急的・重点的な推進のため、複数年度の時限

延長を行うこと。 
２ 多様な保育ニーズに対応できるよう、公立保育所の整備や地方

単独保育施策、既存事業等も対象とするなど、地域の実情に応じ

た柔軟な制度とすること。 
３ 地方自治体の財政負担を軽減するよう、補助率を見直すととも

に、事業実施に必要な財源を確保すること。 
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９ サービス付き高齢者向け住宅が所在する市町村の保険財政

の安定化について 

 
平成２３年４月に高齢者の居住の安定確保に関する法律が改正さ

れ、新たに創設された見守り等のサービスを受けながら高齢者が暮

らすことのできる「サービス付き高齢者向け住宅」については、一

定の要件を満たすものを除き、介護保険等の住所地特例の対象外と

されている。 
しかし、このサービス付き高齢者向け住宅には、介護を要する高

齢者が多く入居することが想定されることから、当該住宅所在地の

市町村が入居者の介護や医療の費用を負担することとなり、その保

険財政に大きな影響を与えることとなる。 
このため、新たに創設される「サービス付き高齢者向け住宅」の

所在する市町村の保険財政の安定化が図られるよう、適切な措置を

講じられたい。 
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10 国産材の一層の安定供給・利用促進について 

 

本年 7 月、国は木材自給率５０％を目標に掲げた、新たな森林・

林業基本計画を閣議決定した。 

森林・林業の再生には、短期的な施策と併せて中長期的視点に立

ち、川上から川下に至る施策を地域の実情に応じて一体的に取り組

むことが必要であるが、これを進める上で「森林整備加速化・林業

再生基金」による「森林整備加速化・林業再生事業」は強力な支援

策となってきた。 

各地方自治体や木材関係団体等では、公共建築物等の木造化、混

構造の採用、内装等の木質化など、独自に木材利用の取組を実施し

ているところであるが、さらなる利用促進を図るためにも、全国的

な取組が必要不可欠である。 

今後、国産材の一層の安定供給・利用促進を進め、雇用の拡大や

循環型社会の構築を図るには、森林施業の集約化を進めながら、持

続的な森林経営の基盤の確立等が必要不可欠であるが、これには中

長期的な課題も多いことから、次の事項について、特段の措置を講

じられたい。 

１ 新たな木質部材や工法の開発など、公共建築物や住宅における

国産材の積極的な利用を促進する支援制度を拡充すること 

２ 日本に適した高性能林業機械の開発を促進すると共に、林業機

械の導入や路網整備を促進する支援制度を拡充すること 

３ 国産材の製材・加工施設の整備を促進する支援制度を拡充する

こと 

４ 安定的な経営基盤が確立されるまでの間、「森林整備加速化・林

業再生基金」の延長・拡充の措置を講じること 
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11 国による乳幼児・子どもの医療費助成制度の創設について 

 

都道府県では、乳幼児・子どもの福祉の増進及び保護者の経済的

負担の軽減など、子ども・子育て支援の観点から、市町村が実施す

る乳幼児・子どもの医療費助成事業に対し助成を行っているが、対

象年齢や受給者負担金、所得制限等の制度内容が異なっている。 
 乳幼児・子どもの医療費助成制度は、社会保障政策の中で位置づ

けられるべきものであり、統一した助成制度の下に、国、都道府県、

市町村が一体となって取り組む必要がある。 
 子ども・子育て支援の観点から、子育て家庭が経済的負担を心配

することなく、安心して医療サービスを受けることができる環境を

整備するため、必要な財政措置を講じるとともに、乳幼児・子ども

の医療費助成制度を創設されたい。 
また、地方単独医療費助成制度の実施に伴う国民健康保険の国庫

負担金の減額措置を直ちに廃止されたい。 
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12 不活化ポリオワクチンの早期導入について 

 
本年に入って、経口生ポリオワクチンによる定期予防接種の接種

率が著しく低下している。本年度４～６月の全国の接種者数は前年

度比１７．５％減少し、関東地方では全国平均を上回る２２．４％

も減少している。その結果として、未接種者と経口生ポリオワクチ

ン接種者の接触による二次感染や、海外流行地からの輸入感染が懸

念される。 

厚生労働省では、早ければ平成２４年度終わり頃に不活化ポリオ

ワクチンを含む国産４種混合ワクチン等の導入を図るとされている。 

そこで、次の事項について特段の措置を講じられたい。 

 

 不活化ポリオワクチンの国内早期導入を図り、定期予防接種ワク

チンに位置づけること。 
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